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高 知 県 特 定 水 産 資 源 の 採 捕 の 停 止 等 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。

令 和 ２ 年 12月 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 号

高 知 県 特 定 水 産 資 源 の 採 捕 の 停 止 等 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 漁 業 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第 267 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 33条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 水 産 資 源

（ 法 第 11条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 特 定 水 産 資 源 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） の 採 捕 の 停 止 そ の 他 特 定 水 産 資 源 の 採 捕 に 関 し 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 特 定 水 産 資 源 の 採 捕 の 停 止 等 ）

第 ２ 条 知 事 が 法 第 33条 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め

る 旨 の 告 示 を し た と き は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者 は 、 当

該 告 示 を し た 日 の 翌 日 か ら 同 日 の 属 す る 管 理 年 度 （ 法 第 11条 第

２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 管 理 年 度 を い う 。 ） の 末 日 （ 当 該 告 示 に

お い て 期 間 が 定 め ら れ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 期 間 の 末 日 ） ま

で の 間 は 、 当 該 告 示 に 係 る 特 定 水 産 資 源 の 採 捕 を し て は な ら な

い 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 が 同 項 の 告 示 に 係 る 場 合 に 該

当 し な く な っ た と 認 め る 旨 の 告 示 を し た と き は 、 同 項 の 告 示 に

係 る 者 は 、 当 該 該 当 し な く な っ た と 認 め る 旨 の 告 示 を し た 日 か

ら 同 項 の 告 示 に 係 る 特 定 水 産 資 源 の 採 捕 を す る こ と が で き る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 知 県 特 定 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 停 止 等 に 関 す る 規 則 の 廃

止 ）

２ 高 知 県 特 定 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 停 止 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成

30年 高 知 県 規 則 第 51号 ） は 、 廃 止 す る 。

（ 高 知 県 特 定 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の 停 止 等 に 関 す る 規 則 の 廃 止

に 伴 う 経 過 措 置 ）

３ 前 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 高 知 県 特 定 海 洋 生 物 資 源 の 採 捕 の

停 止 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 漁 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の

法 律 （ 平 成 30年 法 律 第 95号 ） 附 則 第 28条 の 規 定 に よ り 同 法 第 ６

条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 海 洋 生 物 資 源 の 保 存 及 び 管 理 に 関 す る

法 律 （ 平 成 ８ 年 法 律 第 77号 ） の 規 定 が な お そ の 効 力 を 有 す る こ

と と さ れ る 間 、 な お 効 力 を 有 す る も の と す る 。


